
社会福祉法人塩尻市社会福祉協議会  

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 塩尻市社会福祉協議会は、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現

するための「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、女性

が管理職として活躍できる職場環境を作るため、次の行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間  令和４年４月１日 ～ 令和９年３月３１日までの５年間 

 

２ 目  標  計画期間内に将来の育成を目的とした教育訓練のための研修 

        を実施し、将来的に管理職を希望する女性職員を、女性職員 

        全体の１５％以上とする。 

 

３ 実施期間・取組内容 

  令和４年４月～   管理職育成のための研修内容を検討する。 

  令和４年８月～   管理職候補となる男女職員に、管理職の役割やそれ 

に伴う知識習得のための研修会を実施する。 

令和４年１０月～  女性管理職にヒアリングを行い、魅力ある管理職に 

ついての検討をする。 

  令和５年６月～   管理職の処遇について検討をする。        

  令和５年９月～   職員に、自分が目指す職層の調査を実施する。  

  令和５年１１月～  調査結果の分析と対策の検討をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



女性の活躍に関する情報公表について 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、以下の通り公表

します。 

 

①採用した労働者に占める女性労働者の割合 

  

雇用管理区分 内   容 割  合 

正規職員 

准正規・嘱託職員 

パート職員 

６人中４人が女性 

２人中２人が女性 

２０人中１８人が女性 

６７％ 

１００％ 

９０％ 

 

 

②労働者に占める女性労働者の割合 

  

雇用管理区分 内   容 割  合 

正規職員 

准正規・嘱託職員 

パート職員 

６４人中５０人が女性 

３３人中２９人が女性 

２０１人中１８０人が女性 

７８％ 

８８％ 

９０％ 

 

③管理職に占める女性労働者の割合 

 管理職にある者  １４人   女性労働者 ９名   ６４％ 

 

④労働者の１月当たりの平均残業時間   ２時間 

６,８３２時間÷１２か月÷２８４人≒２.００・・時間  


